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◆改善事例 株式会社ファーマフーズに対する申入れ  

 
事業者名：株式会社ファーマフーズ 
事業内容：健康食品販売 
申入対象：商品広告ウェブサイト 
対象条文：薬機法６６条１項、厚労省医薬品等適正広告基準、景表法５条１号 
  
 
申入開始日：２０２５（令和７）年４月２２日 
申入終了日：２０２５（令和７）年９月３０日 
 
 
 Ｃネット東海の主な申入れ内容 回答（結果） 

 
１ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（商品広告ウェブサイト） 

下記のサイトにおける、「原因からしっかり改善」

「10秒治療法」「速攻治療薬」「坐骨神経痛に効く

トリプルアプローチ」「痛み・しびれを内側から

しっかり治してくれる」「効果は当然。明治薬品

のこだわり」「坐骨神経痛に効いてツラい痛み・

しびれを治してくれる」等の表示。 

記 

https://sb-hasu.myown-page.com/ab/hasu-m3-

01q-le03?2uGo7n21Uv 

 

◆申入れ内容 

 表示をやめるか、サイトを削除してください。 

 

◆申入れ理由 

(1)薬機法 66条 1 項 

 薬機法第 66条第 1項は、「何人も、医薬品（中

略）の（中略）効能、効果又は性質に関して、明

示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は

誇大な記事を広告し（中略）てはならない。」と

規定し、同条第 2項では、医薬品の効能、効果又

は性能について、「医師その他のものがこれを保

証したものと誤解されるおそれがある記事を広

告し、記述し、又は流布することは、前項に該当

するものとする。」と規定している。 

 また、このような法律の規定に関連して、厚労

省医薬・生活衛生局長が平成２９年９月２９日付

 
対象の広告サイトは申入れ時点で使用

されていない旨の回答がなされた。 
  
 申入れ事項の一部（「10 秒治療法」との

表現）について、今後同様の広告を使用す

る場合には、修正して使用する旨の回答が

なされた。 
 すなわち、当該表示は、「1 日 1 回 10 秒

治療法」であり、服用にかかる時間を表示

したものであって、効能効果に関する表示

ではないから、Ｃネット東海の指摘は当た

らないが、今後使用する場合は、より分か

りやすくするため、服用にかかる秒数であ

ることが分かるような注釈を追記すると

のことであった。 
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通達（薬生発０９２９第４号）で示している医薬

品等適正広告基準の、「第４ 基準」「３ 効能効

果、性能及び安全性関係」では、次のような定め

がある。 

（５）効能効果又は安全性を保証する表現の禁止 

医薬品等の効能効果等又は安全性について、具体

的効能効果等又は安全性を適示して、それが確実

である保証をするような表現をしてはならない。 

（６）効能効果等又は安全性についての最大級の

表現又はこれに類する表現の禁止 

 医薬品等の効能効果又は安全性について、最大

級の表現又はこれに類する表現をしてはならな

い。 

 以上の規定等を前提とすると、上記サイトに表

示された内容は、ハスＶの効能効果について、坐

骨神経痛に対する効能効果を保証する内容、また

はそれを誤解させる内容になっているものと思

料する。また、「１０秒治療」「速攻治療薬」など

の表示は、効能効果について最大級の表現、又は

これに類する表現に該当するものと思料する。 

 

(2)景表法 5条 1号 

 景表法第５条第１号は、事業者が、自己の供給

する商品・サービスの取引において、その品質、

規格その他の内容について、一般消費者に対し、 

①実際のものよりも著しく優良であると示すも

の 

②事実に相違して競争関係にある事業者に係る

ものよりも著しく優良であると示すもの 

であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者によ

る自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれが

あると認められる表示を禁止している（優良誤認

表示の禁止）。 

 サイトに表示された内容は、ハスⅤの効能効果

について、どのような顧客に対しても、速やかに

効果が生ずるかのように一般消費者が感得する

可能性が高いと考えられることから、実際のもの

よりも著しく優良であると示すものとして、優良

誤認表示に該当し、景表法に違反するものと思料

する。 

 


